
書式第 12号 (法第28条関係)

事 業 報 告 用

令和 4年度 事 業 報 告 書

特定非営利活動法人 セキュリライフ

1 事業の成果
<社会福祉住居施設の運営について>

社会福祉法第 2条第 3項第8号の規定に基づく第 2種社会福祉事業として、社会福祉住居施設及び

日常生活支援住居施設の運営を行いました。

※令和 5年 3月 31日 現在、合計 29施設 (東京都 18施設、神奈川県 11施設)、 定員 1,046名 、在籍

1,021名 。令和 4年度相談者数 2,770名

社会福祉住居施設 (日常生活支援住居施設を含む)は、生計困難者のために住まいと支援サービス

を提供する事業であり、様々な問題を抱え、居所に困った方が、次の安定した居所に移行していくた

めの自立支援施設として、「住居」におけるセーフティネットの役割を担っています。これらの施設

の運営にあたつては、利用者に対し居所を提供するだけでなく、栄養バランスの取れた食事や衛生的

な生活環境を提供し、不安定な健康状態からの脱却、利用者それぞれが抱えている悩みや問題を解決

していくための生活支援 (生活相談、債務処理相談、年金手続き相談、居宅移行等)および就労支援

(就労相談、雇用創出等)をかけ合せた自立支援を行っています。

<行政受話事業について>

社会福祉住居施設の運営をはじめとする生活困窮者支援を通じて培った経験・ノウハウを生かし、

社会貢献の一環として行政からの受託事業にも積極的に取り組み、より公益的な活動にも注力してい

ます。

・台東区一時生活支援事業

0ホームレス等緊急居所確保事業 (品川区)

・路上生活者等女性用緊急一時宿泊事業 (日黒区)

2 事業の実施に関する事項
(1)特定非営利活動に係る事業 (事業費の総費用 【695,315】 千円)

定款に記載
された
事業名

事業内容 同時 場所
従事者
人数

受益対象者範
囲及び受益対
象者人数

事業費
(千円)

生活困窮者のため
の入居施設の開設・
運営管理おび対象
者の生活の安定自
立をサポー トする
種々の支援事業

をより
につな 令和 4年 9月 1

日～令和 5年 3

月 31日

東 京・

神奈川
192人 3,791人 695,315



令和4年度 活動計算書

令和4年 4月 1日 から令和5年3月 31日

特定非営利活動法人 セキュリライフ
(単位 :円 )

科 目 金額

経常収益

事業収益

生活困窮者のための入居施設の開設・運営管理および対象者の

生活の安定や自立をサポートする種々の支援事業収益

その他の収益

受取利息

雑収入

経常収益計 (A)

経常費用

事業費

生活困窮者のための入居施設の開設・運営管理および対象者の

生活の安定や自立をサポートする種々の支援事業に係る事業費

管理費

運賃

広告宣伝費

交際費

支払家賃

給与手当

退職給付費用

法定福利費

福利厚生費

旅費交通費

通信費

消耗品費

水道光熱費

保険料

修繕費

新聞図書費

賃借料

支払手数料

諸会費

会議費

租税公課

減価償却費

雑費

経常費用計 (B)

当期経常増減額 (D― (B)

751,673,234‐       751,673,234

270

830,919 831,189

752,504,423

695,315,955     695,315,955

254,026

492,337

44,552

7,412,000

18,079,618

1,153,680

14,200,307

1,131,498

3,606,443

554,834

4,980,934

727,527

548,224

2,273,171

360,780

1,067,776

1,235,536

90,900

1,000,651

84,790

367,295

5,472,391

760,455,225

65,139,270

△ 7,950,802



令和4年度 貸借対照表
令和5年3月 31日 現在

特定非営利活動法人セキュリライフ

科 目 金額

0

31,210,684

31,485,500

450,000

1,153,680

64,299,864

865,448

276,940

55,000,000

50,289,940

106,432,328

178,682,994

1921

94,787,381

58,799,058

2,341,343

7,021,532

162,949,314

1,153,680

14,580,000

15,733,680

0

0

△ 7,950,802

△ 7,950,802

170,732,192

I資産の部
1流動資産

小日現金

普通預金

前払費用

仮払金

退職給付引当資金

流 動 資 産 合 計
2固定資産
工具、器具及び備品

一括償却資産

保証金

敷 金

固 定 資 産 合 計

資 産 合 計

Ⅱ負債の部

1流動負債

未払金

未払費用

預り金

仮受金

流 動 負 債 合 計

2固定負債
退職給付引当金

災害等事業継続引当金

固 定 負 債 合 計
負 債 合 計

Ⅲ正味財産の部

出資金

前期繰越正味財産

当期正味財産増加額

正 味 財 産 合 計
負債及び正味財産合計



令和4年度  計算書類の注記

セ フ

重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準 (2010年 7月 20日  2017年 12月 12日 最終改正 PO法人会計基準協議会)
によっています。

(1)固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

(2)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

(3)引 当金の計上基準
・ 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき当期末に発生していると認められる

金額を計上しています。

・災害等事業継続引当金

自然災害や感染症等による緊急事態に備えるため、当該事業の継続に必要と認められる金額を計上しています。

2. 固定資産の増減内訳

Ｒ

） その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために
必要な事項

事業費と管理費の按分方法

事業費及び管理費については、按分という概念はなく、事業に直接要する費用を事業費とし、事業の運営管理に

要する費用を管理費として処理をしています。
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55,000,55,000, 55,000,

436,832

415,

1,094,273

415,

228,825

138,

657,441

0

105.287.381 3671

有形固定資産
工具、器具及び備品
一括償却資産

無形固定資産

投資その他の資産

保証金

敷金

合計



令和4年度 財産目録
令和5年3月 31日 現在

特定非営利活動法人セキュリライフ

科 目 金額

0

31,210,684

31,485,500

450,000

1,153,680

64,299,864

865,448

276,940

55,000,000

50,289,940

106,432,328

178,682,994

1921

94,787,381

58,799,058

2,341,343

7,021,532

162,949,314

1,153,680

14,580,000

15,733,680

0

0

△ 7,950,802

△  7,950,802

170,732,192

I資産の部
1流動資産

小日現金

普通預金     みずほ銀行
前払費用      事務所・施設家賃
仮払金

退職給付引当資金

流 動 資 産 合 計
2固定資産
工具、器具及び備品 ノートPC他  固定資産台帳参照
一括償却資産

保証金      食材保証金他
敷 金      事務所・施設敷金
固 定 資 産 合 計
資 産 合 計

Ⅱ負債の部

1流動負債

未払金

未払費用

預り金

仮受金

流 動 負 債 合 計

2固定負債
退職給付引当金

災害等事業継続引当金

固 定 負 債 合 計
負 債 合 計

Ⅲ正味財産の部

出資金

前期繰越正味財産

当期正味財産増加額

正 味 財 産 合 計
負債及び正味財産合計



書式第 18号 (法第 28条関係)

事 業 報 告 用

令和14年度年屁罰14gヒ』ヨ:名簿」lF潜
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」壁出製理蛙生土塾曇 Zユ ______

1 確認事項 (法第 20条及び第 21条を確認の上、チェックを入れてください。)

目以下の役員には、欠格事由者が含まれません。(法第20条関係)
日各役員について、親族の規定に違反していません。 (法第21条関係)

2 役員一覧

役 名
どちらかにO

(フ リガナ) 前事業年度内の

就任期間
報酬を受けた期間
(該当者のみに記入)氏   名

1 監事

スガハラヨウスケ 令和4年 4月  1日

3月 31日令和5年

令和4年 9月  1日

3月 31日令和5年菅原 洋介

2

/~ヽ

く翌ォ監事
<au<trt/ 令和4年 4月 1日

令和5年 3月 31日

年

年

月

月

日

日前田 正和

3

/~ヽ

じ 監事

タケウラフミノリ 令和4年 4月  1日

3月 31日令和5年

年

年

月

月

日

日竹浦 史展

4
/~ヽ

建ヲ・監事
ツハカズヒサ 令和4年 4月  1日

3月 31日令和5年

年  月  日

年  月  日津波 和久

5
⌒

理事鮮ヲ
トリウミアツヨシ 令和4年 4月 1日

令和5年 3月 31日

年

年

月

月

日

日鳥海 敦美

7 理事 。監事
年

年

月

月

日

日

年

年

月

月

日

日

６
５ 理事・監事

年

年

月

月

日

日

年

年

月

月

日

日

Ｑ

υ 理事 。監事

年  月  日

年  月  日

年  月  日

年  月  日

10 理事 。監事
年

年

月

月

日

日

年 月

月

日

日年



書式第 4号 (法第 10条・第 28条関係)
設立・事業報告用

社 員 名 簿 (社員のうち 10人以上の者の名簿)

特定非営利活動法人セキュリライフ

氏   名

菅原 洋介

2 前田 正和

3 竹浦 史展

4 津波 和久

5 鳥海 敦美

6 川口 太市

7 野宮 貴志

□ 蛙原 由智

9 加藤 芳基

10 岡田 1裕二

12


